
 

令和８年度 飲酒運転撲滅運動推進事業 事業計画書 
 

１ 目的 

  飲酒運転撲滅を訴える啓発行事を始めとする年間を通した啓発活動の実施によ

り、飲酒運転撲滅条例の周知を図るとともに、飲酒運転は犯罪であることを強く訴

え、県民の飲酒運転撲滅気運の更なる高揚を図る。 

 

２ 本事業における重点広報事項 

  ○ 「飲酒運転は絶対しない！させない！許さない！そして、見逃さない！」と

いう県民意識を醸成する。 

  ○ 本県の全国初の罰則付き飲酒運転撲滅条例により、飲酒運転を見掛けた際の

警察官への通報が義務となっていることなどの条例の内容を周知する。 

  ○ 条例により、「飲酒運転撲滅宣言企業」及び「飲酒運転撲滅宣言の店」の登録

制度をはじめとした事業所の責務等について周知する。 

  ○ 県民一人一人に飲酒運転の悪質性・危険性を強く訴え、飲酒運転撲滅の気運

の高揚を図り、全国ワースト上位脱却を目指す。 

  ○ いわゆる「残り酒」による飲酒運転も防いでいくため、適正飲酒の知識等を

啓発する。 

  〇 海の中道大橋の飲酒運転事故から２０年の節目であることに重点を置いた

啓発を実施する。 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日まで 
 

４ 予算限度額 

  ５，７０５，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 事業概要 

  飲酒運転撲滅の日（毎月２５日）、飲酒運転撲滅週間（８月２５日～８月３１日）、

飲酒運転撲滅キャンペーン（８月２５日～１２月３１日）及び飲酒運転撲滅強化月

間（８月、２月）に合わせた啓発を実施するとともに、若年者対策や飲酒運転を見

かけた際の１１０番通報義務の周知をはじめ、飲酒運転の撲滅に向けて徹底的に取

り組む。 

 (1) 飲酒運転撲滅の日（毎月２５日）の啓発イベント等の実施 

 (2) 飲酒運転撲滅県民大会（８月２５日）の実施 

 (3) 海の中道飲酒運転事故風化防止ランディングページの作成・発信 

 (4) 飲酒運転撲滅強化月間（８月、２月）の啓発イベント等の実施 

 (5) 生命（いのち）のメッセージ展の実施 

 (6) 各種啓発資材の制作・送付 

 

 

 

 



 

６ 業務内容 

 (1) 飲酒運転撲滅の日（毎月２５日）の啓発イベントの実施 

  ・毎月２５日は県が定める「飲酒運転撲滅の日」であるため、契約期間中の毎月

２５日（８月２５日を除く。）に、県内 1 か所以上で啓発イベント（啓発物の

配布又は広報含む）を企画し、実施すること。 

  ・実施日は、原則として毎月２５日とするが、２５日の前後や飲酒の機会が増

える時期（年末年始、はたちの集い、花見、歓送迎会等）を捉えた日程での

実施も可能である。 

  ・啓発地域は、県内４地区（北九州、福岡、筑後、筑豊）とし、各地区必ず１回

以上実施すること。なお、県内全域を対象とした広報等であれば、県内４地区

での啓発イベントの実施とみなす。 

  ・実施内容の企画、実施場所の確保、出演者の選定、広報、イベント傷害保険へ

の加入、当日運営等、実施に当たり必要な業務は全て受注者で行うこと。 

  ・実施に当たり発生する費用は、全て受注者で負担すること。 

  ・実施に当たっては、発注者と十分に協議するものとし、発注者の求めに応じ 

て、企画案、シナリオ、実施体制等必要な資料を随時提出すること。 

  ・効果的な広報啓発のため、集客の見込めるイベント内容、実施場所（商業施 

設、駅前広場、道の駅等）、広報等について、具体的に提案すること。 

 

 (2) 飲酒運転撲滅県民大会（８月２５日）の実施 

・悲惨な事故の記憶を風化させず、「飲酒運転のない社会」の実現を誓う県民大

会を企画し、実施すること。 

・県民大会の様子を撮影し、できる限り速やかに発注者の公式 YouTubeチャンネ

ル「福岡県飲酒運転撲滅チャンネル」に掲載すること。 

   掲載動画は、発注者の指示に従い編集（字幕、パワーポイント、映像、テロッ

プ等の追加、４０分程度への編集を含む）すること。撮影に必要な機材につい

ては、受注者が配備・管理をすること。 

  ・県民大会の所要時間は１時間３０分程度を想定 

   ※令和７年度の所要時間は１時間３０分（１１：４０～１３：１０） 

  ・県民大会では、以下の①～⑤を実施すること。 

   ①飲酒運転ゼロの福岡県の実現を誓う黙とう 

（確実に、午後０時から１分間の黙とうを実施） 

②飲酒運転撲滅活動功労者表彰受賞者の紹介・表彰式 

 受賞者の選定、表彰状・トロフィーの準備は発注者が行う。 

③福岡市内の飲酒運転撲滅に関する取組の紹介 

 取組の紹介の内容調整については、発注者が行い、その後の取組を紹介する。

出演者との調整は受注者が行うこと。 

 当日の謝金及び旅費等必要な経費は受注者が負担すること。 

   ④被害者遺族からのメッセージ発信 

    被害者遺族への依頼、協議は発注者が行う。 

    当日の謝金及び旅費等必要な経費は受注者が負担すること。 

 



 

   ⑤若者と連携したプログラムの実施（提案事項） 

(ア)若者による（高校生等を想定）飲酒運転撲滅宣言の調整を行うこと。 

(イ)その他若者と連携したプログラムを企画・実施すること。 

内容については、発注者と協議の上、決定すること。 

    実施内容の企画、出演者の選定、広報、イベント傷害保険への加入、当日運

営、会場で使用する備品の準備等、実施に当たり必要な業務は全て受注者で

行うこと。 

  ・全体の進行管理・連絡調整は受注者において行うこと。 

  ・県民大会は、なみきスクエア（福岡市東区）において実施すること。 

  ・会場の確保は発注者が行う。 

・会場使用料のほか、ステージの吊り看板や座席案内表示等を含め、会場に係る

費用については、受注者が負担する。 

   その他実施に当たり発生する費用は、手話通訳・要約筆記に係る費用を除き、

全て受注者で負担すること。 

  ・実施に当たっては、発注者と十分に協議するものとし、発注者の求めに応じ 

て、企画案、シナリオ、実施体制等必要な資料を随時提出すること。なお、シ

ナリオの初稿は７月上旬までに発注者へ提出すること。 

・飲酒運転撲滅県民大会の開催告知用チラシを発注者と協議の上で作成し、７月

上旬までに PDF データ及び ai データを発注者へ提供すること。また、チラシ

を６，０００部印刷（仕様：A4C、再生コート 90kg）し、発注者が指示する  

送付時期、送付先、送付数に基づき送付すること。 

用紙の調達、印刷、送料などチラシの作成・印刷・送付に係る費用は全て受注

者で負担すること。 

  ・県民の飲酒運転撲滅意識の定着を図るため、事業の趣旨に沿った内容（演目、

出演者、司会者等）を具体的に提案すること。 

 

 (3) 海の中道飲酒運転事故風化防止ランディングページの作成・発信 

  ・海の中道飲酒運転事故の状況、遺族のメッセージ、県の飲酒運転撲滅の取組、

飲酒運転撲滅県民大会の開催告知を掲載するランディングページを作成・発信

すること。 

  ・掲載する記事は発注者が提供する。 

  ・ページのデザイン・構成は、発注者と十分に協議のうえ作成することとし、必

要に応じ画像やイラストを作成すること。 

  ・ページは、事業委託期間中、継続して閲覧できる状態にするとともに、飲酒運

転撲滅県民大会開催後は、発注者と協議のうえ、開催告知の情報を開催結果の

情報に更新すること。 

  ・サーバ管理・保守料等を含め、ページの作成、維持、発信に係る費用について

は、受注者が負担する。 

  ・ページの効果的な発信（ウェブバナーの作成・掲載、SNS 広告等）について、

具体的に提案すること。 

 

 



 

 (4) 飲酒運転撲滅強化月間（８月、２月）の啓発イベント等の実施 

  ・飲酒運転撲滅キャンペーンを開始する８月及び男子高校生２人の尊い命を奪っ

た飲酒運転事故（平成２３年２月９日）が発生した２月を強化月間として、啓

発イベント（啓発物の配布又は広報含む）を企画・実施すること。 

・実施内容の企画、実施場所の確保、出演者の選定、広報、イベント傷害保険へ

の加入、当日運営等、実施に当たり必要な業務は全て受注者で行うこと。 

  ・実施に当たり発生する費用は、全て受注者で負担すること。 

  ・実施に当たっては、発注者と十分に協議するものとし、発注者の求めに応じ 

て、企画案、シナリオ、実施体制等必要な資料を随時提出すること。 

  ・８月については、飲酒運転撲滅県民大会及び飲酒運転「ゼロ」を誓う黙とうに

関する広報のほか、集客の見込めるイベント等、内容、実施場所（（商業施設、

駅前広場、道の駅等）について具体的に提案すること。 

  ・２月については、効果的な広報のほか、集客の見込めるイベント等、内容、実

施場所（商業施設、駅前広場、道の駅等）について、具体的に提案すること。 

 

 (5) 生命（いのち）のメッセージ展の実施 

  ・交通事故などで亡くなられた方の等身大パネルや写真・靴などの遺品を展示す

るパネル展を実施するに当たり、運営を補助すること。 

・展示物と会場は発注者が確保し、借上費用も発注者が負担する。 

  ・受注者は、県庁ロビーで展示を行う２月１日～６日の５営業日（予定）におい

て、展示物の設営及び管理をすること。なお、１日当たりの展示及び設営時間

は 9:00～17:00とし、管理は２人体制とすること。 

  ・展示物は、盗難・散逸しないよう管理すること。1 日の展示終了後に確実に倉

庫等に保管の上、翌日の展示開始時間までに再度配置すること。 

  ・実施に当たっては、発注者と十分に協議するものとし、発注者の求めに応じ 

て、実施体制等必要な資料を随時提出すること。 

 

 (6) 各種啓発資材の制作・送付 

  ・飲酒運転撲滅に関する啓発物を制作、送付すること。具体的な送付時期、送付

先及び送付数は改めて発注者が指示するものとする。なお、後日各啓発物デザ

インの PDFデータおよび aiデータを発注者へ納入すること。 

① ポケットティッシュ７，０００個 

（仕様：差込４Ｃ）  

    発注者の原稿に基づいて作成すること。 

    

② 飲酒運転撲滅啓発チラシ２０，０００枚 

（仕様：A4（4+4）C、再生コート 90㎏） 

 発注者の原稿に基づいて作成すること。※一部修正有 

 

③ 若者向けリーフレット（コミックブック）:４７，０００部 

（仕様：B６コート紙 90ｋ カラー４+４色 中綴じ ８ページ） 

  発注者の原稿に基づいて作成すること。 



 

④ デジタルサイネージ用画像の作成 

   （仕様：JPEG形式 

３サイズすべて作成 1920×1050p、1080×1920p、384×512p） 

発注者の指示に基づいて作成すること。 

 

 (7) 業務報告 

毎月１回以上発注者と協議することとし、発注者の求めに応じて業務遂行状

況等について書面作成の上、報告すること。 

 

 (8) その他 

  ・イベント等に際し、以下の物品は発注者から提供することができる。 

① のぼり旗（土台含む。）:４セット 

② 飲酒状態体験ゴーグル ：１セット 

③「償いのメッセージ」パネル：１セット 

   ・事業実施に当たっては、県の飲酒運転撲滅シンボルマーク（ハンドルマーク）

を使用すること。 

 

   （シンボルマーク） 

    

 

７ 提案に当たっての留意事項 

 ・発注者が期待する内容を十分理解の上、妥当性があり、実現可能な提案を行う

こと。 

   飲酒事故の現状や条例の趣旨を捉えた啓発が盛り込まれている 

   多くの県民に飲酒運転の撲滅を呼び掛けることができる  など 

 

８ 発注者 

  〒812-8577 福岡市博多区東公園７番７号 

  福岡県市町村・地域振興部生活安全課内 

  交通事故をなくす福岡県県民運動本部 

  本部長 福岡県知事 服部 誠太郎 



 

９ 事業に関する問合せ先 

  福岡県市町村・地域振興部生活安全課内 

  交通事故をなくす福岡県県民運動本部 事務局 

  担当 小森 

  電 話 092-643-3167 

  ＦＡＸ 092-643-3169 

  担当者メールアドレス：anzen@pref.fukuoka.lg.jp 


